
令和７年度行政との意見交換会質問・回答一覧 (南部・武蔵浦和・西浦和・西地区)

　食料等の備蓄品については各家庭で用意するものでな
いと考えます。備蓄品には期限があるため、期限切れ後は
購入しなおす必要があり、負担になります。そのため、自主
防災組織補助金の資機材補助の対象としていただきたい
です。

　いただいたご要望については、南区だけでなく、全市的な
話となるため、本件については、防災課に共有させていた
だきます。

【南区区民生活部総務課】

　 「田島通り」「ひまわり通り」の歩道はタイルで舗装されて
いるところがありますが、街路樹の根が張り出して盛り上
がってしまったり、車の出入り等のためタイルが凸凹に歪
んでしまっている箇所が見受けられます。躓いたり、転んだ
りする危険あります。

【補足事項】
　タイルの舗装も経年劣化のためか凸凹に歪んでいる箇所
があります。今までは、市がアスファルトにしたりタイルを敷
き直したりして修繕してきました。全てをアスファルトにして
ほしくはありません。

　現地を確認したところ、歩道タイルが凸凹している箇所を
確認しましたので、歩行者の安全に支障が生じないよう補
修の対応を行ってまいります。

【建設局土木部道路環境課】

　車の出入りについて、アスファルトで補修している場合
と、タイルで補修している場合とがあります。その違いを教
えていただけますでしょうか。

　アスファルトで補修している場合とタイルで補修している
場合について、全ての経緯は把握しておりませんが、希望
を仰っていただければ、可能な限り対応いたします。
　なお、歩道上のブロックの歪みについては、当室にてタイ
ルをはがし、砂地を整える等整備を行うため、該当箇所を
見受けられた場合にはご連絡ください。

【南区くらし応援室】

3
道路わき植
栽の手入
れについて

　田島通り沿いの植栽は春にはツツジがきれいに咲き誇り
ますが、普段は植栽の中に他の種類の木が育ってしまい、
大きくはみ出して歩道や自転車道を塞ぐようになっていま
す。これらについてどのように対応していただけるかお伺い
いたします。

【補足事項】
　ツツジの植栽も年数を経て少し弱まってきている為か、他
の植物（木、アカメガシワや欅等）が大きくなってしまってい
ます。ツツジの植栽から上や脇に大きく枝が伸びて通行の
妨げになっています。見た目も悪いです。今までひどい箇
所は自分が剪定ばさみで目立たないように切って処理して
いましたが、この夏は暑すぎてできなかったため雑木が大
きくなってしまっています。

　ご指摘の箇所の植栽については、毎年６月、10月頃に定
期的な管理を行っています。今後も、市民の皆様が安全か
つ快適に通行できる環境を確保することを最優先に、歩道
や自転車道を塞ぐことのないよう、適切に対応してまいりま
す。
　雑木や雑草については、ツツジと同時に剪定時に刈り込
んでおります。しかし、場合によっては市民の方が植栽され
ている場所もあり、その部分については剪定は行っており
ません。
　生育が激しい場合には、仰っていただければ現地確認さ
せていただきます。

【建設局土木部道路環境課】

令和７年１２月３日（水）武蔵浦和コミュニティセンター多目的ホール　１３：３０～１５：３０　

１．自主防災組織補助金は、さいたま市補助金等交付規則
に則り運用しております。申請から交付決定までについて
は、申請に係る書類の審査及び補助事業等の目的及び内
容が適正であるかどうか等を調査します。加えて、申請期
間終了後、防災課にて全自主防災組織からの補助金申請
額が市の予算の範囲内か確認をする必要があるため、交
付決定までに時間を要しております。
　また、南区総務課では、防災課から予算の再配当を受け
た後、南区内で申請された自主防災組織(令和7年度は１１
４組織）の補助金交付決定処理を行うため、 交付決定まで
に２週間ほど時間がかかっております。
　今後は、各自主防災組織の事情を考慮して、申請された
順に交付決定処理を行うなど、少しでも早く補助金をご活
用いただけるよう検討してまいります。
　なお、補助金の交付方法は、事業終了後に支払う精算払
と終了前に支払う概算払がございます。精算払でなく、概
算払を選択していただきますと早い支払いが可能であるた
め、ご活用ください。

２．自主防災組織補助金の資機材補助の対象について
は、原則、組織で使用するものであり個人で備蓄可能な種
類は補助の対象外としております。また、指定避難所にお
いては被害想定に基づき必要な量の物資を市で備蓄して
おります。

【総務局危機管理部防災課（全市に関すること）】
【南区区民生活部総務課（南区内に関すること）】

１．総務課への要望です。
　　自主防災組織補助金等の申請から確定までの期間が
長過ぎます。当自治会では１０年前にＡＥＤを購入し現在に
至っていますが、腐食等により使用が不可能です。令和７
年度に資機材補助金申請をしております。
　　昨今各地で温暖化による災害が多数発生しており尊い
命が失われております。ＡＥＤは命を救う機材で防災訓練
ではその使い方は必須項目です。標記の通り早く結論を出
してほしいものです。
　以上要望します。

２．避難所で一番大切なものは食料と水といわれていま
す。
　我々もいつ避難所生活を余儀なくされるかわかりませ
ん。一時避難所では３日分の備蓄が必要といわれていま
す。
　行政では上記のものは各家庭で備えておくものだといい
ますが、間違いだと思います。自治会の財政も楽ではあり
ません。是非食料品、飲料水も補助金対象にしていただき
たいです。
　強く要望します。

１．自主防
災組織補
助金確定
の期間短
縮について
２．避難所
備蓄食料、
飲料水補
助
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件　　名 意見・質問内容 回　　　　答番号

歩道タイル
の歪みにつ
いて
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令和７年度行政との意見交換会質問・回答一覧 (南部・武蔵浦和・西浦和・西地区)

令和７年１２月３日（水）武蔵浦和コミュニティセンター多目的ホール　１３：３０～１５：３０　

件　　名 意見・質問内容 回　　　　答番号

　非常時（災害時）において、大規模（タワー）マンション住
民は、基本的に自宅待機となっております。
　通常、災害時には、避難所へ食料等の提供はあります
が、マンション待機の住民に対して、食料等の物資提供は
していただけないのでしょうか。
　ちなみに、当自治会は、タワーマンション２棟の集合体
で、テラス棟：139世帯、ガーデン棟：255世帯、合計394世
帯の住民がおります。

【補足事項】
　今年９月７日自治会役員会にて、役員より意見がありまし
た。

　在宅避難をされる方でも、避難者カードを指定避難所に
提出することで、避難者台帳に登録され、指定避難所で物
資の提供を受けられます。提出の際は、避難所に直接ご
持参いただくか、自主防災組織を通じてご提出ください。

【総務局危機管理部防災課】

　避難所カードをについて、大規模災害等で避難場所に提
出できない場合どうしたらよいか。

　現時点では、避難所カードについてメール等電子での対
応は行っていないため、まとめて代表者が提出いただけれ
ば対応いたします。
　今後の対応については、防災課と共有し、検討してまいり
ます。

【南区区民生活部総務課】

＜現状認識＞
　武蔵浦和地区では駅周辺を中心に多数のマンションが建
設されており、建設時期の古いマンションから順次、住民の
高齢化が進行していくと考えられます。
　この傾向は今後、地域全体の町内会・自治会活動や地
域コミュニティの担い手不足、さらには商業施設や公共
サービスの利用形態変化にも影響を与えると予想されま
す。
＜質問事項＞
１．現状把握について
・区内マンション住民の年齢構成の現状と将来予測をどの
程度把握されていますか。

　区内マンション住民についての現状と将来予測は把握し
ておりませんが、区内住民の年齢構成の現状と将来予測
は把握しております。

【建設局建築部住宅政策課】

非常時の
食料提供に
ついて（大
規模マン
ション）
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　自治会役員の高齢化に伴い、後継者探しが困難であると
いう現状については、区だけでなく市全体の課題としても認
識しているところです。そのため、高齢化への対応や自治
会の中から地域の担い手を育成するためには、若い世代
を含めた区民の自治会への加入者を増やすことが必要で
あると考えており、市報をはじめ、X（旧：Twitter）、イベント
等を通して、自治会への加入及び自治会活動への参加を
促す取組をしております。
　災害時の対応につきましては、避難所における健康管理
と居住空間の確保は、引き続き重要な課題となっておりま
す。そのため、とろみ剤や紙おむつ、お粥などを備蓄し、優
先的に配布する方針としています。なお、移動が困難な高
齢者については、避難所内のトイレや給水設備の近くに専
用スペースを設けるなど、高齢者を含む要配慮者が利用し
やすいようスペースを優先的に確保いたします。
　孤独・孤立対策については、令和６年４月に「孤独・孤立
対策推進法」が施行され、内閣府を中心に対策が進められ
ているところです。孤独・孤立の状態は、人生のあらゆる段
階において誰にでも生じ得るものであり、社会のあらゆる
分野において孤独・孤立対策の推進を図る必要がありま
す。市内でも単身世帯が増加傾向であるため、庁内連携を
図り、あらゆる分野において、孤独・孤立の視点を入れた
取り組みを行うことが重要と考えております。

【市民局市民生活部コミュニティ推進課（自治会に関するこ
と）】
【総務局危機管理部防災課（災害に関すること）】
【福祉局生活福祉部地域福祉推進室（孤立化に関するこ
と）】

・住民高齢化に起因する具体的な課題（自治会活動の担
い手不足、災害時対応、孤立化等）をどう認識されていま
すか。

5

武蔵浦和
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件　　名 意見・質問内容 回　　　　答番号

＜質問事項＞
２．対策・支援について
・集合住宅における地域コミュニティ活動継続への支援策

　住宅政策課実施のマンション管理基礎セミナーにて、自
治会加入についての説明を行い、個別の質問に答えるとと
もに、自治会加入リーフレットを資料として配布しておりま
す。
　また、マンション建設時には、マンション等建設事業者に
対し北部・南部建設事務所建築指導課及び建築審査課を
通じてチラシ及び自治会加入リーフレットを配布し、自治会
加入に関して協力を依頼しております。

【市民局市民生活部コミュニティ推進課】

　マンション建設時のどの段階で、促進活動を行っていま
すか。また、どのようなリーフレットを配布しているのかお伺
いします。

　マンション建設時の市が許可をする段階で、建築主に「自
治会に加入しましょう」という名称の緑色チラシ及びリーフ
レットを配布しております。

【南区区民生活部コミュニティ課】

武蔵浦和
地区におけ
る集合住宅
の住民高
齢化と地域
コミュニティ
への影響に
関する行政
の対応につ
いて
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　若年世帯の定住促進に向けた具体的施策について、お
答えします。全国的に人口が減少している中、本市では現
在も人口増加しておりますが、令和17（2035）年頃には人
口減少に転じる見込みとなっています。将来にわたり、活
力ある都市であり続けるためには、少しでも人口減少を抑
え、先延ばししていくことが重要であると認識しております。
　このため、市内に向けては、住み続けたいと思っていただ
けるよう、本市の魅力や強みを発信することで市民の地域
への愛着醸成に力を入れております。
　例えば、本市の魅力発信ＷＥＢサイト「いいじゃん！さい
たま」では、本市の魅力を集約して発信しております。ま
た、本市のすごいところを集めたページ「すごいじゃん」を掲
載し、転入超過数が全国トップクラスであること、昨年の幸
福度ランキングで政令指定都市第1位だったことや、文部
科学省が実施している英語教育実施状況調査で、６回連
続で「英検3級相当を持つ中学3年生の割合全国1位」と
なったことなど、市の強みを発信し、子育て世代にも訴求す
る内容となっております。
　また、行政からの情報発信に留まらず、市民を巻き込ん
だ情報発信にも力を入れており、市民ライターを活用した
地域の魅力発信情報誌saiを発行したり、Instagramに魅力
を掲載するなど、拡散力のある情報発信を通じて、本市の
魅力発信の補強を図っております。
　一方、市外に向けては、子育て世代を中心に転入を促す
ため、関東近県を対象にしたインターネット広告の配信や、
不動産情報サイトで住居を探している方などに向けて、バ
ナー広告を配信し、魅力発信WEBサイトに誘導する事業を
行っております。
　南区役所におきましても、区制施行20周年を契機に改
訂・発行しました「南区魅力発見ブックみなみ」のほか、市
報さいたま南区版や公式X(旧：Twitter) などを活用し、幅
広い世代のニーズに応えるべく、暮らし必要な区政情報は
もとより、「住んでよかった」「住みたくなる」といった定住促
進を意識した魅力の発信に引き続き取り組んでまいりま
す。
　次に、世代間交流促進に向けた具体的施策については、
全市的な取組では、子どもたちが会食を通して様々な世代
と交流できるように、子どもへの食の提供事業における会
食実施団体に補助を行っております。これまでは多世代交
流に重点を置いて実施してまいりましたが、現在は、子ども
の孤立防止のための居場所づくりに重点を置く観点から、
子ども食堂、フードパントリー、学習支援事業、プレーパー
クを運営する団体にも補助しております。
　また、南区役所の取組では、「楽しもう！ふれあい世代間
交流」をキャッチフレーズとして、毎年、実行委員会との共
催により「南区ふるさとふれあいフェア」を開催しておりま
す。本年度は10月4日（土）に開催し、子どもから高齢者ま
で約32,000人の方にご来場いただき、各種イベントを通じて
交流と地域の絆を深めていただいたものと考えておりま
す。

【都市戦略本部都市経営戦略部シティセールス担当
　（定住促進に関すること）】
【子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課
　（世代間交流促進に関すること）】
【南区民生活部コミュニティ課
  （南区の定住促進及び世代間交流促進に関すること）】

・若年世帯の定住促進や世代間交流促進に向けた具体的
施策
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令和７年１２月３日（水）武蔵浦和コミュニティセンター多目的ホール　１３：３０～１５：３０　

件　　名 意見・質問内容 回　　　　答番号

＜質問事項＞
２．対策・支援について
・マンション管理組合と行政の連携強化に関する方針

以上についてご回答をお願いいたします。

　連携強化に関する方針はございませんが、マンション管
理に関する支援として、区分所有者のマンション管理に対
する意識の向上と管理組合の活性化、建物の適正な維持
管理の強化、支援が必要なマンションへの重点的な支援を
目的として、マンション管理士との相談会やセミナー、交流
会の開催等を実施しております。

【建設局建築部住宅政策課】

　自治会活動の担い手不足についても関連しますが、例え
ば千葉市では、マンション管理組合に自治会の機能をもた
せる「みなし自治会」というものがあります。さいたま市にお
いても、「みなし自治会」がという制度が可能になれば、現
在加入していないマンションも自治会の活動ができるので
はないかと考えます。検討をお願いいたします。

　いただいたご提案について、参考にさせていただきます。

【南区区民生活部コミュニティ課】

6

松本橋へ
の堰とポン
プの設置要
望のその後
の進捗状
況について

　令和４年10月３日（月）において、当時市議会議員でおら
れた松下壮一氏を紹介議員として、さいたま市長清水勇人
様へ「松本橋への堰とポンプ設置の要望」を提出させてい
ただいております。令和６年度の行政との意見交換会では
回答もいただいてはおりますが、今後の計画などを具体的
に説明いただきたくお願いいたします。

　松本地区の浸水被害軽減対策に向けた検討状況といた
しましては、令和６年度に荒川左岸排水路の護岸構造や
排水施設の配置などについて検討を行いました。その結果
を踏まえ、令和７年度は整備の際に支障となる既設の構造
物との位置関係など、現地の状況を把握するための測量
業務を実施する予定です。その後は地質調査などの調査
を行った上、施工方法を検討し、工事に向けた設計を行い
ます。
　今後も引き続き、松本地域を含む流域の排水先である戸
田市を流れるさくら川の改修に係る戸田市や庁内関係部
局で調整を行い、先行して本市域内で行える効果的な浸
水被害軽減に向けた検討を進め、早期に浸水被害の軽減
が図られるよう推進してまいります。

【建設局土木部河川課】
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鹿手袋さく
ら公園　南
側植栽設
置について

　２代前の自治会長の時代に鹿手袋さくら公園は整備され
ました。整備された当時は、公園南側は子供が道路に飛び
出さないようにフェンス代わりにツツジの植栽がされていま
した。しかし、子供のボール遊び等でツツジが痛めつけら
れうまく育ちませんでした。先代の会長の提案でツツジのな
い部分に自治会費でプランタを設置して、フェンスの代替と
しています。
　しかし、プランタなので花に手間がかかり、特に夏などは
育ちにくい状態です。この際、当初の様にできれば背の高
め（腰の高さ程度）花木で植栽をもう一度お願いしたいと思
います。

　鹿手袋さくら公園につきまして、ご迷惑をおかけして申し
訳ありません。ご提案いただきました、低木植栽につきまし
ては、令和７年度内を目途に、ヒラドツツジ（H＝50㎝）を植
栽する方向にて、検討してまいります。

【都市局みどり公園推進部南部公園整備課】

　昨年スタンドパイプの支給（貸与）について、要望したとこ
ろ、消火栓の水圧低下を招く恐れがあることから配布せ
ず、自主防災組織が購入した場所の補助対象品目にして
いるとの回答がありました。
　しかしながら、阪神・淡路大震災のように都市部における
大規模災害の発災では、多発する火災現場に全て対応す
るのは不可能です。首都直下地震の発生確率が７０％と言
われる中で、市民による初動対応の重要性はますます高
まっています。
　東京都区や横浜市では地域住民による初期消火活動の
有効なツールとしてスタンドパイプの普及に努めています。
　市民に対する防災意識の啓発、訓練指導の充実、スタン
ドパイプの普及（支給が無理なら貸与など）に向けた取組を
強く求めます。

　災害時におけるスタンドパイプの活用については、自主
防災組織に対する補助金の補助対象品目にしており、普
及に取り組んでおります。また、補助金を活用してスタンド
パイプを購入した自主防災組織を対象に、スタンドパイプ
集合訓練を開催しております。
　なお、自主防災組織による使用は、阪神・淡路大震災の
ような市内同時多発的に火災が発生し、消防車が出動でき
ない、又は到着の遅れが見込まれる場合に限り可としてお
ります。
（スタンドパイプは消火栓を使用するため、消防車両が離
点からの消火栓使用にて放水する際に消防隊が使用する
消火栓の圧力低下を招き、消火活動を妨げる要因になりま
す。またスタンドパイプの設置により消防車両の進入や消
火資機材の搬入に支障をきたすことも想定されます。）

【総務局危機管理部防災課】

　スタンドパイプは補助金の対象となっていますが、スタン
ドパイプ以外にも防災用品多数必要になります。スタンドパ
イプが貸与でなく、補助金の対象のままであるのであれ
ば、非常に残念に思います。

　本意見交換会は、皆様が日ごろから抱えている課題につ
いて、本庁と区役所が地域と一体となって解決に向けた取
組を進めるための契機とするものです。そのため、今回い
ただいたご提案に関しても、しっかりと防災課と共有させて
いただきます。

【南区長】

武蔵浦和
地区におけ
る集合住宅
の住民高
齢化と地域
コミュニティ
への影響に
関する行政
の対応につ
いて

５

スタンドパ
イプの普及
に向けた取
組を
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令和７年度行政との意見交換会質問・回答一覧 (南部・武蔵浦和・西浦和・西地区)

令和７年１２月３日（水）武蔵浦和コミュニティセンター多目的ホール　１３：３０～１５：３０　

件　　名 意見・質問内容 回　　　　答番号

書面

沼影みなみ
公園の時
計設置につ
いて

　沼影みなみ公園が今年３月に出来ましたが、時計が設置
されておらず、子供達が公園で遊んでいても帰る時間がわ
かりません。

【補足事項】
　沼影みなみ公園が設置される以前の要望事項に時計は
入っていませんでしたが、実際に出来てみると子供達たち
は遊んでいる時間が分かりません。家に帰る時間を知るた
めにも時計が必要です。自治会総会でも時計設置の要望
意見が出ました。

　公園内に時計を設置する基本的な考え方として、敷地面
積が2500㎡以上で一団の広場が設置されており、かつ、時
間貸しでの利用がある公園について、設置の検討を行って
いるところです。
　当公園は2100㎡であり、要件を満たしておらず、時計を
優先的に設置する公園ではございませんので、ご理解くだ
さるようお願いいたします。

【都市局みどり公園推進部南部公園整備課】

書面

各区役所に
アイ・ドラゴ
ン、シードラ
ゴンの配備
を

　聴覚障害のかたは災害時に音や声での情報が伝わらな
いで大変困っています。特に避難所では係の人が呼びか
けても、また、テレビのニュースもあまりわからなくて不自由
を感じるようです。もちろんテレビも字幕放送があります
が、やはり不便のようです。
　現在、聴覚障害の諸団体が設立したCS障害者放送統一
機構から、「目で聴くテレビ」が放送されています。これは普
通のテレビに「アイ・ドラゴン」、「シードラゴン」という受信機
をつけるとリアルタイムで視聴できるようです。
　各避難所に設置しなくても各区役所に１、２台配備してお
けば、聴覚障害者のかたのいる避難所に設置することがで
きます。
１台年間１万円程度です。

【補足事項】
　現在、聴覚障害について研修を受け、生活の不自由さに
ついて勉強しています。聞こえないということは思った以上
にジレンマがあり、様々な機会に孤立するようです。特に災
害時はとても困難、不安を抱えることが予想されます。非
常ベルさえ聞こえません。
　そのため、少しでも役に立つものを取り入れたいです。
　実際、「目で聴くテレビ」は東日本大震災では大変役に
立ったとのことです。

　災害・有事関連情報につきましては、聴覚障害者を含む
全ての方に確実に伝わるよう、視覚的な情報提供は重要と
考えております。そのため、本市では防災行政無線メー
ル、市ホームページ、テレビ埼玉のデータ放送、さいたま市
防災アプリなどを通じて、文字による情報提供を行っており
ます。
　情報アクセシビリティ―対応機器「アイ・ドラゴン」につきま
しては、福祉施設や避難所、区役所等への設置について
現時点では検討しておりませんが、聴覚障害者情報受信
装置として、個人への給付を行っているところです。
　また、避難所においてコミュニケーションを取ることの難し
さから生じる不安や寂しさを解消するためには、周囲との
かかわりが持ちやすい環境を整え、安心して過ごせるよう
な配慮がなされることが重要と考えており、災害時に自身
の障害を周囲に伝える「災害時障害者支援用バンダナ」を
作成し、各避難所に配備いたしました。避難所での情報保
障の充実に向けては、定期的に開催している聴覚障害者
団体との懇談の場で御意見を伺いながら、今後も検討して
まいります。
　なお、区役所にアイ・ドラゴン、シー・ドラゴンが配備された
場合には、関係部局と連携し、避難所での活用を検討して
まいります。

【福祉局障害福祉部障害政策課
（アイ・ドラゴン、シードラゴンに関すること）】
【総務局危機管理部防災課（避難所に関すること）】

　本市では、広告事業者との避難場所誘導案内付電柱広
告に関する協定に基づき、当該広告事業者が所有する市
内の電柱の広告媒体の一部に避難場所の誘導案内情報
や浸水深を表示しております。
　電柱への浸水深の表示につきましては、想定される浸水
深が一目でわかるという利点があり、日頃から防災意識を
高めることに繋がると認識しておりますので、引き続き、他
市等の動向を注視してまいります。

【総務局危機管理部防災課】

　足立区をはじめとして、東京都は荒川流域各区にその地
点は洪水の場合、どこの高さまで水が来るかわかりやすく
電柱に表示してあるところが多くなっています。（資料参照）
隣の蕨市や越谷市も設置してあります。
　自分の住んでいる街のどのあたりまで水が来るのかわ
かっていれば実際に洪水が起こった時、２階に垂直避難で
すむのか、高台の避難所へ移動すべきなのか、あるいは２
階でもベッドの上なら大丈夫なのか、それがわかると避難
行動を具体的にイメージでき、マイタイムラインの作成にも
役に立つと思います。
　ハザードマップにもイラストがありますが、ざっくり過ぎて
…
さいたま市でも、一部の地区、学校などにはあるようです
が、是非洪水時、浸水する可能性のある地域になるべく多
めに設置をお願いします。

【補足事項】
　自主防災会として活動していると、まず、「自宅の２階まで
水が来るのだろうか、自宅はハザードマップでは4.3mとある
のだが。」と思っても４．３mがどのくらいの高さなのかわか
りません。巻き尺も普通1.5mですし、長い巻き尺が手に
入ったとしてもはしごで測ることもできません。つまり、２階
に避難すればいいのかわからないので、タイムラインを作
ることもできません。
　また、自治会員のかたに「うちのあたりは3.2m水が来るの
で、3階以上に避難しなければいけない。うちは２階建て
だ。どうしたらいいのか？」と相談を受けましたが「3.2mなら
２階でじゅうぶんですよ。」と言いたくても、その根拠があり
ません。
　近所の電柱に表示があれば、自治会内に居住するたくさ
んの人々が付和雷同し、避難所に押しかけるような事なし
に冷静に正しい避難行動をとれる可能性があがると思いま
す。

さいたま市
内の低地
区の電柱に
浸水深表
示板の設
置を

書面
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